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年頭にあたり、組合員並びにご家族の皆さまには令和
７年の新春を健やかにお迎えのことと心からお喜びを申
し上げます。昨年 12 月２日開催の組合会におきまして、
引き続き理事長にご推薦いただき、その重責を担うこと
になりました。何卒なお一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

さて、短期給付事業については、本組合は掛金率の上昇に伴い特別財政調整事業の適用を受けてい
ることころであり、特別調整交付金の交付を受けることとなっております。短時間勤務職員の共済組
合への適用拡大を受けて組合員数が増加していることに伴い業務量も増大しているなか、医療費増高
対策としての令和６年度から実施している第３期データヘルス計画において、後期高齢者支援金の加
算などを受けることのないよう保健事業の見直し等を行うこととしており、疾病予防・重症化予防に
関してさらに積極的に推進してまいります。また、ジェネリック医薬品の使用促進や医療・健診デー
タを活用した保健事業の充実などによる医療費の適正化を図ります。

マイナンバーカード及び保険証（組合員証）の「オンライン資格確認」については、組合員及び被
扶養者の皆様が安心して利用できるよう医療保険者として引き続き正確な加入者情報の管理を行って
まいります。

保健事業については、健康セミナーをはじめとした様々な保健事業を一層推進し、生活習慣病予防
の推進や医療費の適正化につながる効果的な取組をしてまいります。

貯金・貸付・物資の各事業に関しても、制度のさらなる広報を行い、利用の拡大を図ります。
一方、年金制度については、令和６年７月の財政検証の結果報告を受け、本年の通常国会に年金制

度改正法案を提出していくかたちになっているようでございますので、今後の年金制度改正の動向に
ついて注視していく必要があると思われます。

宿泊・会議施設である「高知共済会館 Community Square」は、昨年 40 周年となったところであり、
直営に戻して以降も高い宿泊稼働率で推移しております。引き続き心のこもったサービスを心掛けて
まいります。

皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年頭のごあいさつとさせていただきます。

理事長

池田　牧子
（いの町長）

新年のごあいさつ
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健 診 対 象 者 数
健 診 受 診 者 数

4,402 
3,551 

令和5年度分
特定健診・特定保健指導実施報告について

令和６年 10 月１日に令和５年度の特定健診・特定保健指導の国への報告が完了しました。
当組合の受診状況等は以下のとおりとなっていますので、ご参照ください。

１　特定健診結果

令和５年度の特定健診受診率を上に、令和２年度以降４年度分の特定保健指導受診率の経年変
化を下に表しました。　

令和５年度の特定健診対象者の合計受診率は、男性 80.7%、女性 72.2%、全体で 75.4% でした。
前年と比較して男性 4.6% 減、女性 8.7% 減、全体では 7.5% 減となっております。

現職組合員・被扶養者別の受診率は、それぞれ 79.3％、56.8％でした。こちらは前年と比較し
て現職組合員 9.3％減、被扶養者 0.8％減となっております。依然として被扶養者の受診率が低い
状況が続いています。

当組合としても、被扶養者受診率向上のための方策を来年度以降も引き続き検討していきます。
また、組合員のみなさまも、ご自身の健康管理のために、年 1 回の健康診断として、短期人間ドッ

クまたは事業所健診等をより一層ご利用いただきますようお願いします。

報 告 項 目 男性 女性 合計
7,280 
5,253 

11,682 
8,804 

※　この数値は、被保険者（組合員＋被扶養者）
　数より算出しています。

２　特定保健指導結果
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【特定健康診査の受診方法】
１　組合員
①　短期人間ドック利用助成事業（当組合実施の保健事業）

当組合が 3 月（新規採用者等は、4 月末か 5 月初め）に一斉募集を行う予定ですので、その際に受
診申込みをしてください。
②　組合員が所属している所属所にて実施される事業所健診

実施時期等については、お勤めの所属所の担当者にご確認ください。
※ 　①または②を受診することで、特定健診を受診したことになりますので積極的な受診をお願いし

ます。

２　被扶養者
①　短期人間ドック利用助成事業（当組合実施の保健事業）

対象は被扶養配偶者に加え、40 歳以上の被扶養者となります。
当組合が 3 月（新規採用者等は、4 月）に一斉募集を行う予定ですので、その際に受診申込みをし

てください。
②　成人病精密検査（当組合実施の保健事業）

上記１の②の事業所健診の日程を利用し、同日同場所にて受診を希望する被扶養者を対象に健診を
実施（一部の所属所は除きます。）します。健診実施時期の約１ヶ月前に、当組合より対象被扶養者
に案内文書を送付します。

実施時期等については、事業所健診を実施する所属所の担当者にご確認ください。
③　特定健康診査（高知市在住者のみ）

高知市在住の被扶養者の方を対象に、9 月から 11 月の間に健診を実施しています。
7 月中旬頃に対象被扶養者に案内文書を送付します。

④　特定健康診査（市町村が実施する住民対象の健診）
在住の市町村が住民を対象に特定健診を実施していますので、健診日程・場所等について市町村役

場に確認の上、受診予約をしてください。なお、その際に必要な特定健診受診券は当組合より発行し
ますので、当組合へ申請を行ってください。申請用紙がない場合は、各所属所の共済担当者または共
済組合にお申し出ください。
⑤　特定健康診査（医療機関が実施する健診）

集合契約に基づく指定医療機関が一般の方を対象に特定健診を実施していますので、希望する医療
機関に直接受診予約をしてください。受診券の申請方法は、上記④と同様です。

共済組合で行っている巡回型特定保健指導は、人間ドック受診後に保健指導を利用してい
ない組合員を対象に、直接所属所を訪問して行っています。訪問することが保健指導への関
心を高めることとなり、利用率の向上に寄与していると思われますが、あくまで人間ドック
後に引き続き保健指導を利用いただくことが基本となっていますのでよろしくお願いします。

また、巡回型保健指導を行っていない所属所の組合員及び被扶養者に
利用券配付による利用勧奨を行うことにより引き続き保健指導終了率向
上を図っていきます。

※　この数値は、被保険者（組合員
　＋被扶養者）数より算出しています。

報告項目 男性 女性 合計
積 極 的 支 援 対 象 者 数 487 208 695 
積 極 的 支 援 終 了 者 数 234 65 299 
動機付け支援対象者数 295 394 689 
動機付け支援終了者数 182 208 390 
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マイナンバーカードの電子証明書のマイナンバーカードの電子証明書の
有効期限にご注意ください！！有効期限にご注意ください！！

マイナンバーカードは、発行日から申請者の 10 回目の誕生日（マイナンバーカード発行時に 18 歳

未満の方は 5 回目の誕生日）で有効期限を迎えます。有効期限を過ぎると本人確認書類としての利用

ができなくなりますが、多くの方は有効期限まではまだ余裕があることかと思いますので、あまり気

にならないかもしれません。しかし、マイナンバーカードにはもう 1 つ有効期限があることはご存知

でしょうか？

実はマイナンバーカードには電子証明書が搭載されており、発行日から申請者の 5 回目の誕生日で

有効期限を迎えます。電子証明書は、特定の認証局や発行機関が発行する電子的な身分証明書で、書

面取引における印鑑証明書に相当します。

このため、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎてしまうと、マイナポータルや

e-tax へのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付、マイナ保険証の使用（医療機関等の受診）

などができなくなってしまいます。

現在、マイナ保険証をお持ちの方の多くは、マイナポイントのキャンペーン時期にマイナンバーカー

ドを作成されたのではないかと思います。マイナポイント第 1 弾は令和 2 年 9 月から実施されていま

すので、早い人は今年から来年にかけて有効期限を迎えることになります。

有効期限を迎える方は、誕生日の 3 ヶ月前頃に国から更新案内が送付されてきますので、更新方法

を確認いただき、マイナ保険証が使用不可にならないよう、必ず有効期限内に更新手続きを行ってく

ださい。更新方法の詳細については、お住いの市町村役場でご確認をお願いします。

マイナ保険証の利用登録解除についてマイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードに保険証機能を紐付け、保険証として使用できるようにしたものを「マイナ保

険証」といいますが、今までは 1 度紐付けてしまうと登録解除ができない仕様となっていました。今

般、保険証が廃止されたことに伴い、令和 6 年 10 月 28 日より登録解除申請を行うことができるよう

になりました。

登録解除申請は、加入している医療保険者に行うこととなっていますので、登録解除を希望される

方は、所定の申請書（共済組合のホームページでダウンロードできます。）に必要事項を記入の上、

所属所の共済組合事務担当課に提出をお願いします。
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◆小児弱視等の治療用眼鏡等に係る、「療養費の算定基準額の上限額」が変更になりました◆小児弱視等の治療用眼鏡等に係る、「療養費の算定基準額の上限額」が変更になりました

「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」( 平成１８年厚生労働省告示第
528 号 ) の一部が改正され、令和６年４月１日より下記のとおり上限額が変更となりました。

【療養費の支給対象者と支給割合】
0 歳～小学校就学前……費用の 8 割
小学校就学～ 9 歳未満…費用の 7 割

【対象病名】
・弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正（対象病名に該当せず、「近視」「乱視」「遠視」等のみ
の場合は支給対象とはなりません。）

【支給例】
満 3 歳（自己負担割合 2 割）の者に係る治療用眼鏡（領収書の金額 45,000 円）の場合
変更前　　家族療養費：38,902 円（上限額）× 0.8 ＝ 31,121 円
変更後　　家族療養費：40,492 円（上限額）× 0.8 ＝ 32,393 円

◆令和 6 年 6 月から入院時食事療養費が変更になりました

昨今の物価高の影響で食材料費が高騰したことにより、入院時の食費 1 食につき、30 円引き上げ
ることとなりました。

また、所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1 食につき 10
円～ 20 円引き上げる内容となっています。

　（例）1 食の食事代が 880 円の場合

窓口で負担する額は標準負担額のみとなります。
　
住民税非課税世帯の場合、入院時食事療養費が減額されます。また、過去 1 年間の入院日数が 90

日を超えるときは、下記の表のとおり標準負担額が減額されます。

（※）申請した月の翌月 1 日から適用

上限額 ( 令和 6 年 4 月 1 日以降） 上限額 ( 令和 6 年 3 月 31 日以前 )
眼鏡 40,492 円 38,902 円

コンタクトレンズ (1 枚 ) 13,780 円 16,324 円

標準負担額（自己負担額） 入院時食事療養費（共済組合負担）
490 円 390 円

課税区分等 1 食につき
一般（住民税非課税世帯ではない場合） 490 円

住民税非課税世帯 230 円
住民税非課税世帯かつ過去 1 年の入院日数が 90 日を超える場合（※） 180 円

◆令和 6 年 6 月から入院時食事療養費が変更になりました◆令和 6 年 6 月から入院時食事療養費が変更になりました
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遡って被扶養者の認定が取消しとなったとき遡って被扶養者の認定が取消しとなったとき

遡って取消しとなったときの注意点遡って取消しとなったときの注意点

被扶養者資格調査にご協力いただきましてありがとうございます。
調査によって、さまざまな理由により被扶養者の認定を取消す手続きが必要だった組合員の方もい

らっしゃると思います。
中には遡って取消しとなったケースもあります。遡って取消しとなったときの事由やそのときの注

意点についてご参考ください。

遡って取消しになると、その遡った日から取消手続きをするまでの間に、組合員の被扶養者として
医療機関を受診した場合、その間の受診に対して共済組合が保険者負担分の 7 割（窓口負担は 3 割）
を負担しています。本来ならば、この 7 割の医療費については、被扶養者の新しい健康保険証の保険
者が負担するものになります。

そのため、組合員に対して 7 割の医療費の返還請求をすることになります。共済組合に返還した医
療費は被扶養者が加入している保険者へ請求すると返還されますが、3 割負担の医療費に対して給付
があった場合は、共済組合（互助会）へ返還していただき、その給付分は全額自己負担となります。

また、請求については時効があります。時効になると負担した医療費の請求ができなくなってしま
うため、被扶養者に異動が生じたときは、速やかにお手続きを行っていただきますようお願いいたし
ます。

ケース①
被扶養者としていた長男が R6.7.1 に就職

して就職先の健康保険に加入しましたが、取
消しの手続きをしていませんでした。

　取消日：R6.7.1

ケース②
被扶養者としていた父の年金が改定され、

年金収入が基準額（年額 1,800,000 円、月額
150,000 円）を超えていたことが判明しまし
た。

　取消日：年金額改定通知書の交付日

ケース④
被扶養者としていた長女のアルバイト収入

が増加し、収入基準額（月額 108,333 円）を
3 か月連続で超えてしまいました。

　取消日：3か月連続で超えた最初の月
※  60 歳以上または障害年金受給者の収入基準額

は、年額 1,800,000 円、月額 150,000 円

ケース③
被扶養者としていた次男が県外の大学を卒

業後、県外でアルバイトをしながら就職活動
をしていましたが、大学卒業後は被扶養者へ
仕送りをしていませんでした。

　取消日：大学卒業の日の翌日
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交通事故にあったとき交通事故にあったとき
交通事故や傷害事故など、本人以外の第三者の行為によってケガをした場合でも組合員証等を使用

して治療を受けることができます。
ただし、組合員証等を使用したときは医療機関等の窓口へ申し出るとともに、所属所を通じて

損害賠償申告書の提出が必要です。

◆共済組合は一時立て替え払いをする
交通事故などでケガをし、その原因が第三者にある場合、その治療費は原則として第三者が負担し

なければなりません。
しかし、組合員証等で治療を受けたときは「加入者の治療を受ける権利」を保障するということか

ら、その治療費を共済組合が医療機関等に対して第三者に代わり一時的に立て替えて支払い、共済組
合は損害賠償請求権を代位取得し支払った額を限度として第三者に請求することになります。

◆示談は慎重にしましょう
組合員証等を使用して治療を受ける場合は、速やかに共済組合に届け出なければなりませんが、届

け出る前に示談が成立してしまうと、加害者に請求できなくなる場合もありますので示談する前に必
ず共済組合または勤務先の共済事務担当課へ事前連絡してください。
※通勤災害や公務災害に該当する場合は、治療費の負担先が共済組合ではなくなりますので組合員証
等が使えません。また、「人身事故扱いにすると手続きが面倒だ」、「公務中のケガだが、ケガの程度
が軽いから申請しなくていいだろう」などということをされますと、医療費は共済組合の負担となり、
医療費及び掛金・負担金の増高につながります。つきましては、皆さまの適正な手続きをお願いしま
す。

●損害賠償申告書について
組合員証等を使用して医療機関にかかる場合は、共済事務担当課を経由して共済組合へ「損害賠償

申告書」を提出してください。
これは共済組合が加害者（相手側）に対して損害賠償請求権を行使するために必要なものです。「損

害賠償申告書」の提出に際しては次の書類を添付してください。
① 事故発生状況報告書
② 念書（組合員記入）
③ 誓約書（加害者記入）
④ 加害者調書（加害者または組合員記入）
⑤ 加害者調書（加害者または組合員記入）
⑥ 示談成立報告書
⑦ 警察の事故証明（原則的に原本。原本を添付できない場合は、原本証明が必要。）
⑧ 過失割合が確認できる書類

＊処理経過を連絡してください
交通事故による治療や示談の処理には長期間に及ぶものがあります。
治療が終了したとき、あるいは症状が固定したときは、すみやかに共済組合に連絡してください。
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冬に旬をむかえるサバ♪青魚に多く含まれるDHA、EPAには血液サラサラ効果が☆
材料（２人分）鯖90ｇ２切れ、酒小さじ1/3、塩0.2ｇ、たまねぎ80ｇ、し
いたけ40ｇ、ピーマン30ｇ、にんじん20ｇ、大根160ｇ　、だし汁75ｍｌ、醤
油大さじ1/2、みりん1/2、油小さじ1
①�サバに酒と塩をふり、１５分おいてペーパータオルで水気をふき取
る。
②�たまねぎ、しいたけは薄切りに、ピーマンと人参は細切りにする。
大根はすりおろす。
③�サバはフライパンに油をひき、焼き色がつくまで焼いてお皿に盛る。
④�フライパンに油をひき、たまねぎ、ピーマン、人参、しいたけを炒
め、だし汁、醤油、みりんをいれてひと煮たちさせて大根おろしを
加え、さっと火を通す。
⑤③のサバに④をかける。

鯖の野菜たっぷりおろしたれかけ

みかんのフルーツサンド
みかんの酸味とチーズの酸味が相性ばっちり！クリームチーズにかえて
もおいしいです♪
材料（２切れ分）食パン６枚切り１枚、生クリーム 50ｍｌ、マスカルポー
ネ 30ｇ、はちみつ 20ｇ、みかん 170ｇ（1個半程度）
①食パンは耳を切って、薄く半分に切る。
②�ボウルにマスカルポーネとはちみつを入れて混ぜる、生
クリームは泡だて器で８分立てにし、混ぜ合わせたマス
カルポーネと合わせてよく混ぜる。
③�食パンに②を塗ってみかんを並べる。もう一枚の食パン
にも②を塗ってはさみ、ガスの火やお湯で温めた包丁で
半分に切る。

野菜をたくさん食べる野菜をたくさん食べる
冬のメニュー冬のメニュー

生姜生産量日本一の高知県！辛み成分のジンゲロールとショウガオー
ルが血流を良くし、体がポッカポカに☆
材料（２人分）鶏もも肉６０g、白菜50ｇ、ほうれん草５０ｇ、にんじん２０g、
生姜２０ｇ、水500ｍｌ、塩小さじ1/2、みりん小さじ1/2
①�鶏もも肉は食べやすい大きさに切る。
②�ほうれん草はさっとゆでて、水気をしぼって 1.5 ㎝程度の長さに切
る。白菜も 1.5 ｃｍ幅で食べやすい大きさに切る、人参はいちょう
または半月で薄切りにする。生姜は皮をこそげてすりおろす。
③�鍋に水と①②を入れて火にかける、沸騰したらアクを取り、火が通っ
たら塩とみりんを入れ調味し、器に盛る。

野菜と生姜のあったまるスープ

体の温まる生姜や冬が旬の野菜もたくさん
使用したレシピです☆

高知県栄養士会　管理栄養士　長野寛子

今回の献立に使用した一人あたりの野菜はこちら
野菜を一日350g（両手３杯分）食べることが推奨されています。
おすすめは毎日手軽に食べる習慣をつけること、料理に野菜を多めに添える、
肉魚卵などの料理をするフライパンに野菜を一緒に入れて作る、
野菜たっぷりのスープやお味噌汁などもいかがでしょうか (^^)
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～ ねんきん定期便の送付について ～～ ねんきん定期便の送付について ～
平成２７年１０月に被用者年金制度が厚生年金に一元化され、一元化後については、現に加入して

いる（または最後に加入していた）公的年金制度とその被保険者種別に応じて、各実施機関から「ね
んきん定期便」を毎年対象者の誕生月に送付しています。

将来正しい年金額を受け取るためにも、これまでの加入履歴（年金制度毎の加入月数）がすべて記
録されているかご確認くださいますようお願いします。

＜公的年金制度と被保険者種別に応じて送付する実施機関＞

1、　送付物・送付方法・スケジュール

（１）送付物
　　①　３５歳、４５歳、５９歳の方
　　　　封書（通知・パンフレットを同封しています。）

　　②　①以外の方
　　　　圧着ハガキ

（２）送付方法とスケジュール
　 　毎年、誕生月の１６日頃に、全国市町村職員共済組合連合会から組合員のご自宅に直送されま

す。

公的年金制度と被保険者種別 「ねんきん定期便」を送付する実施機関

国民年金の第１号被保険者および第３号被保険者
日本年金機構（厚生労働大臣から受託）

厚生年金保険の一般厚生年金被保険者

厚生年金保険の国共済厚生年金被保険者
（国家公務員共済組合の組合員）

国家公務員共済組合連合会

厚生年金保険の地共済厚生年金被保険者
（地方公務員共済組合の組合員）

地方職員共済組合（地方共済事務局・団体共済部）
公立学校共済組合
警察共済組合
東京都職員共済組合
全国市町村職員共済組合連合会

（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、 
都市職員共済組合）

厚生年金保険の私学共済厚生年金被保険者
（私立学校教職員共済制度の加入者）

日本私立学校振興・共済事業団
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2、　通知内容

※　住所が変更となった場合は、組合員異動報告書により必ず共済組合に届出をしてください。
　�　ねんきん定期便をお届けできずに当組合へ返戻されるケースが増えています。当組合から所
属所を通じてお届けすることになりますが、お知らせが遅くなってしまいますので、速やかに
届出をしてください。

　　　　　　　　　　　
　　

３、　ご相談について
　 　通知された内容についてご相談がある場合は、通知に記載されている相談窓口か、次の相談窓

口までお問い合わせください。
＜相談窓口＞
　　高知県市町村職員共済組合　年金課　年金係　088-823-3212

50 歳未満
の方　　

50 歳以上
の方　

35歳、45歳
の方 59 歳の方

これまでの年金加入期間 ○ ○ ○ ○

これまでの加入実績に応じた年金額 ○ ○

老齢年金の種類と見込額（１年間の受取見込額） ○ ○

（参考）これまでの保険料納付額（累計額） ○ ○ ○ ○

最近の国民年金（第１号・第３号）納付状況・
厚生年金保険の月別状況 ○ ○

これまでの年金加入履歴 ○ ○

これまでの厚生年金保険における標準報酬月額
などの月別状況 ○ ○

これまでの国民年金保険料の納付状況 ○ ○

組合員の皆様に年金情報をインターネットで提供しています。
このサイトでは、年金見込額や年金の加入履歴等を閲覧できます。
ご利用にはユーザ登録が必要です。

●利用時間：24 時間 365 日（サーバーのメンテナンス時を除く。）

地共済年金情報 Web サイトをご利用ください

地共済年金情報 Web サイトは令和７年４月から
リニューアル予定です。リニューアル後には、
あらためてユーザ登録を行う必要があります。
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共済組合には、大学などでの入学金の支払い、または授業料などの教育資金を貸付ける入学・修学
貸付制度があります。詳細は以下のとおりとなりますので、貸付けを希望される方は貸付要件等を確
認の上、貸付けをご希望される月の５日（５日が土、日のときは直前の営業日）までに共済組合に必
着となるよう、各所属所の共済事務担当者までお申込みください。

なお、入学貸付については、貸付け申込み時点で入学金等の納入期限が過ぎていた場合、原則貸付
対象としておりません。そのため、入学貸付をご希望の場合は、入学金等の納入期限内に貸付申込み
をいただきますようお願いします。
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標準期末手当等の通知書について標準期末手当等の通知書について
標準期末手当等の額を決定したとき、共済組合は、組合員に対してその旨を通知しなければなりま

せん。ただし、閲覧に供することをもって組合員への通知に代えることができることとなっておりま

す。

そのため、一部の所属所を除いて、期末手当等の支給明細書に標準期末手当等を印字していること、

または一覧表を所属所に送付することをもって通知に代える取扱いとさせていただきます。

なお、下記のように、ご自身で確認することもできます。

○期末手当等明細書の総支給額（掛金等控除前の額）から千円未満の端数を切捨てた額です。

　　例：期末手当等総支給額　　792,877 円

　　　　　　　↓

　　　　標準期末手当等の額　　792,000 円（掛金計算時の基礎額）

 

組合員が産前産後・育児休業を取得した場合、共済組合へ申出をすることでその取得期間に応じて

標準報酬月額や標準期末手当等の額に係る掛金が徴収免除となります。

当月の標準報酬月額
当月末日時点で産前産後・育児休業を取得している場合、その月は標準報酬月額に係る掛金免除月

となります。ただし、育児休業については同月中に開始日と終了日（復職日）がある場合で、かつ

14 日以上取得している場合に、その月は掛金免除となります。

例①  令和 6 年 12 月 25 日で産後休業終了後、令和 6 年 12 月 26 日から令和 7 年 4 月 30 日まで育

児休業を取得した場合、令和 6 年 12 月～令和 7 年 4 月までが掛金免除となります。

例②  令和 6 年 12 月 1 日から令和 6 年 12 月 14 日まで育児休業を取得した場合、令和 6 年 12 月が

掛金免除となります。

産前産後・育児休業期間中の掛金免除について産前産後・育児休業期間中の掛金免除について

【 標準期末手当等の金額確認方法 】
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例③  令和 6 年 12 月 26 日から令和 7 年 1 月 4 日まで育児休業を取得した場合、令和 6 年 12 月が

掛金免除となります。

例④  令和 6 年 12 月 15 日で産後休業終了後、令和 6 年 12 月 16 日～令和 6 年 12 月 31 日まで年休

消化、令和 7 年 1 月 1 日から令和 7 年 12 月 31 日まで育児休業を取得した場合、令和 7 年 1 月

～令和 7 年 12 月までが掛金免除となります。

賞与支給月の標準期末手当等
当月の標準報酬月額と同様、賞与支給月の末日時点で産前産後休業・育児休業を取得している場合、

その月は標準期末手当等に係る掛金免除月となります。ただし、育児休業については連続する 1 か月

を超えて取得している期間に限り、掛金免除となります。

例①  令和 6 年 12 月 1 日から令和 7 年 1 月 10 日まで育児休業を取得した場合、令和 6 年 12 月が

掛金免除となります。

例②  令和 6 年 12 月 1 日から令和 6 年 12 月 14 日まで育児休業を取得した場合、令和 6 年 12 月は

標準期末手当等のみ掛金免除となりません。

例③  令和 6 年 12 月 31 日から令和 7 年 1 月 30 日まで育児休業を取得した場合、令和 6 年 12 月は

標準期末手当等のみ掛金免除となりません。

掛金免除を受けるためには、各所属所の共済組合事務担当者を通じて「産前産後休業掛金免除・免

除変更申出書」、または「育児休業等掛金免除 ( 中断 ) 申出書」をご提出ください。なお、病気休職等

により給与の支給がない場合は掛金免除の対象となりませんので、ご注意ください。
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（注意）
　普通貸付の借換え申込みにつきましては、添付書類
として、後日、支払金額の領収書の提出が必要となり
ますのでご注意ください。
　領収書の提出がない場合は、一括償還となります。

＊普通貸付（借換の場合を除く）・入学貸付・修学貸付（借増の場合を除く）は
第１回を選択可。その他の貸付については第２回のみしか振込いたしません。

２０２５年度貸付金 の送金予定表

貸付申込
締切日

第１回 第２回

決定通知
送付日 送金日 決定通知

送付日 送金日

7 年 １月 6 日 １４日 １７日 ２４日 ３０日
2 月 5 日 １４日 １７日 ２１日 ２７日
3 月 5 日 １４日 １７日 ２１日 ２８日
4 月 4 日 １５日 １８日 ２２日 ２８日
5 月 2 日 １３日 １９日 ２３日 ２９日
6 月 5 日 １３日 １８日 ２０日 ２７日
7 月 4 日 １５日 １８日 ２５日 ３０日
8 月 5 日 １３日 １８日 ２２日 ２８日
9 月 5 日 １２日 １９日 ２４日 ２９日

10 月 3 日 １４日 １７日 ２４日 ３０日
11 月 5 日 １１日 １７日 ２１日 ２７日
12 月 5 日 １２日 １７日 １９日 ２５日

8 年 １月 5 日 １３日 １９日 ２３日 ２９日
2 月 5 日 １３日 １８日 ２０日 ２６日
3 月 5 日 １３日 １８日 ２４日 ３０日
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2025 年度 積立 貯金一部払戻予定日

２０２５年度 自動車購買立替金 送金予定表

第１回 第２回
締切日 送金日 締切日 送金日

7 年 １月 ６日 １０日 ２０日 ２４日
2 月 ４日 １０日 １８日 ２５日
3 月 ４日 １０日 １８日 ２５日
4 月 ４日 １０日 ２１日 ２５日
5 月 ２日 ９日 １９日 ２３日
6 月 ４日 １０日 １９日 ２５日
7 月 ４日 １０日 １８日 ２５日
8 月 ４日 ８日 １９日 ２５日
9 月 ４日 １０日 １８日 ２５日

10 月 ６日 １０日 ２０日 ２４日
11 月 ４日 １０日 １９日 ２５日
12 月 ４日 １０日 １９日 ２５日

8 年 １月 ５日 ９日 １９日 ２３日
2 月 ４日 １０日 １８日 ２５日
3 月 ４日 １０日 １８日 ２５日

締切日 送金日
7 年 １月 １０日 ３０日

2 月 １０日 ２７日
3 月 １０日 ２８日
4 月 １０日 ２８日
5 月 　９日 ２９日
6 月 １０日 ２７日
7 月 １０日 ３０日
8 月 　８日 ２８日
9 月 １０日 ２９日

10 月 １０日 ３０日
11 月 １０日 ２７日
12 月 １０日 ２５日

8 年 １月 　９日 ２９日
2 月 １０日 ２６日
3 月 １０日 ３０日
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【 1点限り】

【 1点限り】

■■ククーーポポンン券券ををおお持持ちちででなないいおお客客様様はは割割引引ししかかねねまますすののででああららかかじじめめごご了了承承下下ささいい。。■■商商品品写写真真はは代代表表的的なな商商品品でですす。。色色・・柄柄・・デデザザイインン等等はは異異ななるる場場合合ががごござざいいまますす。。■■超超特特価価のの商商品品をを多多数数ごご用用意意ししてておおりりまますすがが、、
万万一一品品切切れれのの際際ははごご容容赦赦くくだだささいい。。

本チラシをスマホで撮影する際はチラシ全体をお願いします （白黒印刷も可）

●就活生の方及び今春、ご卒業の新社会人及び新入生の方のみを対象とさせて頂きます。●価格の上限金額を超える場合は差額を申し受けます。 ●下取りセール・他のセットセール・他の割引券、割引特典
との併用はご容赦ください。●写真はイメージです。●お直しサポートパスは体型変化に伴うパンツ・スカートのスソ、ウエストの再お直しが無料となります。商品によって補正可能範囲は異なります。

割割引引ククーーポポンン券券ととのの併併用用ははででききまませせんん

|提|携|割|引|

2025

4/6(日)まで

提携割引 提携割引

提携割引と併用可

|提|携|割|引|

2025.4.6まで

|提|携|割|引|

本チラシをご持参、または本チラシ画像をご提示ください

|提|携|割|引|

提携コード

32015

はるやま全店店 舗高知県市町村職員共済組合

組合員及びご家族の皆様へ

2025.4.6まで
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